
林業・木材産業等の金融支援措置
【９，８９８百万円】

対策のポイント
被災した林業者・木材産業者等の災害復旧に必要な資金について、金利・

保証料等の負担軽減を図ります。

＜背景／課題＞

・東日本大震災により被災した林業者・木材産業者が、資金を円滑に調達できる環境の

確保を図り、災害復旧を支援する必要があります。

・また、被災した森林組合の経営再建を支援する必要があります。

政策目標

災害復旧等に必要な資金の融通の円滑化

＜主な内容＞

１．災害復旧関係資金利子助成事業 ５０５百万円

被災林業者等が、日本政策金融公庫の災害復旧関係資金を借り入れる場合の金利

負担に対し、最大２％の利子助成を行います。

また、日本政策金融公庫資金を無担保・無保証人で借り入れることができるよう、

日本政策金融公庫に対する出資を行います。

融資枠：３５億円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体、（株）日本政策金融公庫

２．東日本大震災復旧林業信用保証事業 ９，３７０百万円

被災林業者・木材産業者が、復旧事業に必要な資金調達のために、（独）農林漁業

信用基金から保証を受ける際の保証料の助成等を行います。

また、災害復旧に必要な資金を円滑に調達するための無担保・無保証人保証を行

うため、（独）農林漁業信用基金に対する出資を行います。

保証枠：１８２億円

補助率：定額

事業実施主体：（独）農林漁業信用基金

３．森林組合経営再建緊急支援事業 ２３百万円

被災した森林組合が、経営再建・経営維持安定のため、金融機関から必要な資金

を借り入れる場合の金利負担に対し、最大２％の利子助成を行います。

融資枠：２３億円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

お問い合わせ先：

１、２の事業 林野庁企画課 （０３－３５０２－８０３７（直））

３の事業 林野庁経営課 （０３－６７４４－２２８７（直））




